
人 事 院 指 令 ９ ― ３

平成３０年３月３０日

国家公安委員会委員長 小此木 八 郎 殿

人事院総裁 一 宮 なほみ

平成１３年人事院指令９―８（公安職俸給表㈠の適用について）の

一部改正について

１ 平成１３年人事院指令９―８（公安職俸給表㈠の適用について）の一部を次

のように改正する。

第１項第１号中「政策評価審議官」を「政策立案総括審議官」に改める。

２ この指令は、平成３０年４月１日から施行する。


